
 地区毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、
他のﾙｰﾄを活用し避難を実施。

UPZ内から避難先施設までの主な経路（長島町）

避難元地区

①田尻地区

②火ノ浦地区

③汐見地区

④潟地区

⑤広野地区

ＵＰＺ
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【代替経路】
国道389号→県道379号

【①、②地区の主な避難経路】
国道389号→県道47号

【③～⑤地区の主な避難経路】

町道山門野汐見線→県道47号

避難先：長島町内

<①田尻地区・②火ノ浦地区>
総合町民体育館

<③汐見地区>

鷹巣小学校

<④潟地区・⑤広野地区>

鷹巣中学校

389

379 

389

389

47

47

ながしまちょう

長島町

ながしまちょう

ながしまちょう

たかのす

たかのす

た じり

しお み

がた

ひ の うら

ひろの

た じり

しお み

がた

ひ の うら

ひろの

やま ど の しお み



台風時などにおけるUPZ内の防護措置

83

 OIL基準により一時移転等が必要な場合であっても、台風等により気象庁から暴風警報等が発表

され、外出をすることで命に危険が及ぶような場合には、無理に避難せずに、安全が確保される

までは、屋内退避を優先。

 その後、例えば天候が回復するなど、安全が確保できた場合には、一時移転等を実施。

住民等

施設敷地
緊急事態

警戒
事態

全面緊急事態

徒歩等

＜全面緊急事態で天候が回復した場合の対応の例＞

バスによる避難

屋内退避
の準備

一時集合
場所

自家用車等による避難

自宅等にて屋内退避

OIL基準の超過

台風時など（気象庁における暴風警報等の発表）※

避難先

避難先：
Ｐ51参照

ＵＰＺ外

（外出をすることで命に危険が及ぶような場合）

天候回復（暴風警報等の解除）

※ 台風等に伴う大雨により、市町から土砂災害や洪水等に係る避難
指示等が発令された場合には、該当地域の住民は、指定緊急避
難場所等の安全が確保できる場所で屋内退避を実施。



自然災害等（地震※1）により屋内退避が困難となる場合の基本的な考え方
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 地震による家屋の倒壊等により、家屋における滞在が困難な場合には、安全確保のため市町にて開設する近隣の指定避難所等に

避難を実施。

 その後、全面緊急事態となり、屋内退避指示が出ている中で余震が発生し、家屋や既に避難している近隣の指定避難所等への被害が

更に激しくなる等、屋内退避の継続が困難な場合には、人命の安全確保の観点から地震に対する避難行動を最優先することが重要。

このことから、市町にて開設するUPZ内の別の指定避難所等や、あらかじめ定められているUPZ外の避難先へ速やかに避難を行う 。

 なお、屋内退避指示中に避難を実施する際には、国及び鹿児島県等は、住民等の避難を安全かつ円滑に実施するため、避難経路や

避難手段のほか、原子力発電所の状況や緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果、気象情報等の情報共有や緊急時の対策についての確認・調整等を

行う。

施設敷地緊急事態
（屋内退避準備要請）

警戒
事態 全面緊急事態（屋内退避指示）

余
震
発
生

地
震
発
生

家屋が倒壊等した場合に
は、近隣の指定避難所等

にて屋内退避

自家用車・バスによる避難

自家用車・バスによる避難

屋内退避の準備

ケ
ー
ス
１

ケ
ー
ス
２

既に避難している近隣の指定避
難所等にて屋内退避

自宅にて屋内退避

＜屋内退避中に余震が発生し被害が激しくなった場合＞

家屋が倒壊等した場合には、市町にて
開設する近隣の指定避難所等へ避難

余震発生に伴い、屋内退避の
継続が困難な状況が発生

※ 津波との複合災害時における場合もケース２と同様に、まずは津波による人命へのﾘｽｸを回避するため、津波に係る指定緊急避難場所等の安全が確保できる場所に避難を実施。津波警報解除等津波に対する安全が確保でき
た場合には、避難経路等を確認した上で避難を実施する。

避難先

避難先：
Ｐ51参照

ＵＰＺ外

か ご しま




